
回覧
(新 型コロナワクチン接種 〉

初回接種 (102回 目接種 )がまだお済みでない方ヘ
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1・ 2回 目

は年内に

1・ 2回 目接種 に使用 している従来型 ワクチン (1※ )は、

初回接種 またはオミクロン株 に対応 した2価のワクチン(オ ミクロン株対応 2価 ワクチン)での追加接種 をご希望の方は、なる
べ くお早めに受けて ください。詳 しく!ま お住 まいの市町村にお問い合わせ ください。
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オミクロン株対応 2価 ワクチンは、

1・ 2 目接種が完了しないと接種できません。

本年9月 20日 よリオミクロン株対応2価ワクチンによる接種を開始しています。 オミクロン株対応2価 ワクチンは、1・ 2回 目

接種を完了した12歳 以上の方が対象で、1人 1回 接種 します。

このワクチンはオミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が短い可能性がある

ものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されています。

オ ミクロン株対応 2価ワクチンは、追加接種 として臨床試験を実施 し、有効性 。安全性が確認されているため、従来型ワ

ロ

クチンによる1・ 2回 目接種 を完了している方 が対象です。

(注 )オ ミクロン株対応2価 ワクチンは、2回 目接種から3か月以上の間隔をあけて接種 します。

(10月 19日 厚労省薬事食品衛生審議会で接種間隔「5か月以上」から「3か月以上」への短縮が了承されました)

年末年始の新型コロナの流行に備 えましょう。

計画的なワクチン接種をご検討ください。

これまで2年 間、年末年始 の後 に新型 コロナは流行 しています。流行 に備 えて、重症化 リスクの高 い高齢者等 はもとより、
若い方 にもオミクロン株対応 2価 ワクチンによる接種 をおすすめ しています。

■日本国内の新規感染者数 (1日 ごと)
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Ql.新型コロナワクチンの初回接種(102回 目機種)にはどのようなワクチンが使用できますか。

A.1・ 2回 目接種には、従来型ワクチンを使用します。

従来型ワクチンとは、新型コロナの従来株に対応した1価ワクチンのことで、ファイザー社ワクチン、モデルナ社

ワクチン、武田社ワクチン (ノババックス)のいずれかになります。

Q2.オ ミクロン株対応2価ワクチンは、初回接種(1・ 2回 目接種)で は使用できないのですか。

A.オ ミクロン株対応2価ワクチンは、追加接種として臨床試験を実施し、有効性・安全性が確認されているため、

現時点においては、 1・ 2回 目接種としては、使用できません。

オミクロン株対応 2価ワクチンを接種するためには、まず従来型ワクチンによる1・ 2回 目接種を完了してくだ

さい。

Q3.102回目接種用の機種券が古かったり、なくしてしまったりした場合でも受けることができますか。

A.受けられます。お住まいの市町村から以前送付された1・ 2回 目接種用の接種券がお手元にある場合は、そち

らをお使いください。ワクチンを受けたい医療機関や会場をお探しのうえ、予約をお願いします。
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よくあるご質 問

ワクチン接種の詳 しい情報に

ついては、こちらをご覧 ください。
1・ 2回 目接種 > オ ミクロン株対応 2価 ワクチン接種 >

●ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際 には、感染症予防の効果 と副反応の リスクの双 方について、正 しい知識 を持 っていただいた上で、ご本人の意

思に基づ いて接種 をご判断 いただ きますようお願 いします。受ける方の同意 なく、接種が行われることはありません。

職場や周 りの方などに接種を強制 したり、接種 を受けていない人に対 して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎予防接種健康被書救済制度があります。

予誌接種では健康被害 (病 気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすこ

とはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。
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密集場所    密接場面    密閉空間

「3つ の密 (密 集・密接・密閉)」 の回避

石けんによる 手指消轟用アルコール

手洗い   による消毒の励行

感染予防対策を

継続 していただ

くようお 願 い し

ます。

(■ )屋 外 では 、人 と会 話 を す るとき以 外 は 、熱 中 症 を 防 ぐた め に もマ ス クを 外 しましょう。

新型コロナワクチンの有効性。安全性などの詳しい情報については、厚生労働省

ホームベージの |｀ 新型コロナワクチンについて」のベージをご覧ください。
厚労 コロナ ワクチン 検 索

難ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

有田市 健康推進課 健康企画係 (ワクチン担当 )

電話 :0737-82-5360(平 日 8:30～ 17:15)

1」■1合 せ先



回覧

新型コロナワクチン初 日)i妾1重について(1・ 2

12歳以上を対象とした新型コロナワクチン初
′_` ヽ

上ヽ・∠ 目)接不重を下のとおり、ロ □

実施いたします。ご都合の良い日程で、下記健康企画係までお申し込みください。

なお、接種に使用するワクチンは武田社製ワクチン (ノババックス)となります。

(※ 16歳未満の方が接種を受ける際には、保護者の同伴が必要です。)

【日程】

① 12月 1日 (木曜 ) 12月 22日 (本曜 ) 11/25(金 )

② 令和5年 1月 11日 (水曜 ) 2月 1日 (水曜 ) 12/23(金 )

③ 2月 1日 (水曜 ) 3月 1日 (水曜 ) 1/24(火 )

④ 3月 1日 (水曜 ) 3月 23日 (本曜 ) 2/21(火 )

※ 各日ともに、定員に達し次第受付を締め切らせていただきます。

【 実施場所 】有田市1果1建センター (有田市箕島27番地)

【接種受付時間 】13日寺30`a「

【ご持参いただく物】接種券・予診票 0本人確認書類 (免許証・保険証等)

接種券がない場合

接種を受ける際には接種券が必要です。紛失等でお手元にない場合は

右の二次元コード、または下記健康企画係まで再発行をお申し出ください。

<お申込み・お問合せ>有 田市健康推進課 健康企画係 (ワクチン担当)

1固,0737‐82-5360(平日1 8:30N17:15)

回



静解飾

禁朦つ屹曖ますり彫インポイ欠籠懸度
適格請求書発行事業者の登録申請を受付中 :

★  イ ンボ イ ス 制 度 (適格請求書等保存方式)と は・・・

> 買手は、      の適用のために、原則として売手から交付を受けた               する

必要があります。

> 売手は、インボイスを交付するために、事前に          (適 格請求書発行事業者)  を受ける必要が

あり、登録を受けると、課税事業者として         となります。

インボイスにより、税率と税額の認識を一致させる売上税額

1,○○○円(10%)

売手
(イ ンボイス発行事業者)
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仕入税額

1,OOO円 (10%)
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憫人ポ業蕎9法人の皆様ヘ

＼登録を予定されている方/
多 く の 事 業 者 の 方 が 登 録 申 請 を さ れ

て ま す :

早 め の 登 録 を 受 け る こ と で 、 取 引 先

へ の お 知 ら せ が ス ム ー ズ に :

登 録 申 請 手 続 は 、 e― Taxを ご 利 用 くだ さ い !(書面の場合は税務署まで提出をお願いします。)

買手のためにインボイスを交付 インポイスを保存して仕入税額控除を適用

【裏面】ヘ

令和 5年 10月 1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります !

も う
始 まって ます :
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税務職員ふたば

売 手 と して の 事前準備・検討事項の例

□ 取引先へ交付している書類の種類を確認しましょう

□ 取引先へ交付している書類等にインボイスの番号等の記載事項を検討しましょう

□ 売上先に登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を確認しましよう

ロ インボイスの写しの保存方法や売上税額の計算方法を検討しましょう

_辱斐垂生壁IIP冒雪壼[1埜量三菱堅2型 __1-      一̈  ―

□ 仕入先から受け取る請求書等が、インボイスの番号等の記載事項を満たしているか

確認しましょう

□ 帳簿への記載方法や仕入税額の計算方法を検討しましょう

わからない・困つたときには

鑢|_制度についての一般的なご質問は
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ントにご質問を
て24時間自動マ ま つ

チャッ トボ ッ ト
はこちらか ら

上記の「イ ンボイス制度特設サイ ト」か らt
ご利用 いただけます。 |ヽヽ

軽減 ・イ ンボイスコールセ ンターで は、一般 的なご質問にお答え します

フリーダイヤル 0120… 205口 553(無料)

9100～ 17:00(土 日祝除く)

詳しく矢Πりたい口寺には インボイス制遍護:説明会!!

インポイス制度説明会へのご参加の際は、事前に、電話予約をお願いします。

(回別1日 者炎は、2」艤iC壁餞狸契N⊇
麺誼塾 」をお願い します。

ンポイス制度の疑問
:こ お 答 え し ま す !

開催日 時間 開催場所 定員 連絡先

11月 30日 (水 ) 10時～11時
〒643-OO04
)易 )曳田])易 )曳2430-77
湯浅納税協会
3階 会議室

20名

)易浅税務署

法人課税部門

(ダイヤルイン)

0737-63-5406
※     は、開催日の

受付

12月 21日 (水 )

1月 25日 (水 ) 10時～11時

2月 22日 (水 ) 14時～15時

3月 29日 (水 ) 10時～11時

有田地区税務協議会 (お間含せ先 :)易浅税務署法人課税部門)

‐ 1- ‐` |  |―

14時～15時
た`ハ



令和 4年度住民税均等割非課税世帯等の皆さまヘ 酢
見

口

● 電力・ガス 0食料品等価格高騰緊急支援給付金 (1世帯あた り 5万

円)は、住民税均等割非課税世帯や令和 4年 1月から12月 までに家計

急変のあつた世帯を支援する新たな給付金です。

● 給付金を受給するためには、手続きが必要です。

"‐1世帯あたり b万円
有田市が確認書(または申請書)を受

理した日から 1カ月後が目安です。

〓

¨

一
一

支給対象となる世帯 (いずれかにあてはまる世帯)

世帯全員の令和 4年度

「住民税均等割が非課税」

の世帯

令和4年 1月 ～12月の収入が

減少し「住民税非課税相当」

の収入となつた世帯(家計急変世帯)

申請期間 :令和 4年 10月 31日 (月 )

～令和 5年 1月 31日 (火 )

申請時点で住民登録のある市区町村に

申請してください。

詳しくは裏面「Ⅱ」ヘ
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有田市から確認書が

届きます (要返送 )

※一部申請が必要な場合があ ります

令和 4年 9月 30日 時点で住民登録のある

世帯に確認書が送付されます。

詳しくは裏面「I」 ヘ

支給手続きや支給要件の詳細は裏面をご確認 ください。



I 令和 4年度住民税 (均等割)が非課税の世帯

世壼の全二⊇上が、令和4年 1月 1日以前から現住所にお住まいの場合

● 対象となる世帯には、有田市から、給付内容や確認事項が書かれた

確認書が届きます。

● 中身を確認して、市役所支援給付金窓口に

「五Z=言,J=首 T百 1
L口 LL口′じ■3==ルタく』

①記載された給付金振り込み□座番号に誤りがないか

②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと

世帯の中に、令和 4年 1月 2日以降に転入した方がいる場合

● 給付金を受け取るには、
:

です。 藤イ

修

「ど

「1′

l

● 申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に

市役所支援給付金窓口にご提出ください。
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X 住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額 (令和4年 1月 から12月 までの任意の 1か月収入×12倍 )が市町村民税均
等割非課税水準以下であることを指します。

住民税非課税となる年間給与収入の目安 (有田市の場合)単身の場合 :93万 円以下、母 。子(1人 )の場合137万 8千円以下

Ⅱ 予期せず家計が急変したことで収入が減少し、
世帯全員が住民税非課税相当※となつた世帯(家計急変世帯)

● 給付金を受け取るには、時1言青力t沐要です。

0申 請書に必要事項を記入して、添付書類とともに

市役所支援給付金窓口にご提出ください。
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収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により給付を

申請した場合、不正受給 (詐欺罪 )|こ 問われる場合があります。

①
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください |

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)な どをかたる不審な電話や郵便があ つた場合

は、有田市や最寄りの警察署か墜察相談専用電話(#9110)に ご連絡 ください。

内閣府住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金コールセンター

罐諄0120…526-145

有田市役所 支援給付金窓口

0737-82-3100

0737‥82-3101

受付時間 平日8:30～ 17:15受付時間 9:oo～ 20:00(土日祝、12/29～ 1/3を除 く)


